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２ 地域福祉にかかる法・制度の動向 

（１）地域共生社会の実現 ● ● ● ● ● ● ● 

① 国の動向について 

（ア）地域包括ケアシステムの構築 

団塊の世代のすべてが 75 歳以上の後期高齢者となる令和 7 年を目途に、重度な要

介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けること

ができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括

ケアシステム」の構築が進められています。 

今後、団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年、さらには団塊ジュニア世代が 65歳

以上となる令和 22 年を見据え、介護保険制度を基盤とした地域共生社会づくりや介

護サービス需要の更なる増加・多様化、現役世代（担い手）の減少への対応が重要と

なっています。 

このため、令和２年の介護保険制度の改正では、地域共生社会の実現と令和 22年へ

の備えとして、「１．介護予防・地域づくりの推進」、「２．地域包括ケアシステムの推

進」、「３．介護現場の革新」を３つの柱とする考え方が示され、この 3 つの柱は、相

互に重なり合い、また関わり合うものと位置づけられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：厚生労働省ホームページ「地域包括ケアシステム」 

【参考】 
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（イ）生活困窮者自立支援制度 

平成 27 年４月から施行された生活困窮者自立支援制度は、最後のセーフティネッ

トである生活保護に至る前の段階から、第 2 のセーフティネットとして早期に支援を

図ることを目的としています。 

平成 30 年 10月には、改正法が施行され、地域共生社会の実現に向けて、生活困窮

者自立支援制度の２つの基本理念である、「生活困窮者の尊厳の保持」と「生活困窮者

支援を通じた地域づくり」が法に規定されました。 

また、生活困窮者の定義として、経済的困窮の背景要因となる、就労の状況、心身の

状況、地域社会との関係性などの様々な事情なども含めることが明確化され、包括的に

支援を行っていくこととされています。 

これに加えて、社会的孤立や自尊感情の低下等により、自ら SOSを出すことが難し

い生活困窮者が、早期に支援につながるよう、自治体の各部局（福祉、就労、教育、税

務、住宅等）において、生活困窮者を把握した場合には自立相談支援事業等の利用勧奨

を行うことが努力義務化されるとともに、生活困窮者に対する支援に関する情報の交

換や支援体制に関する検討を行うため、関係機関等から構成される会議（支援会議）を

設置することができることとなりました。 

令和２年４月には、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、特に住居確保給付

金の対象者の拡充や、受給期間中の求職活動要件の大幅な緩和が実施されました。 

しかし、急激に相談者が増加する中、第２のセーフティネットとしての役割と、一人

ひとりに寄り添った丁寧な「伴走型」支援を両立させる必要があり、こうした状況下に

おいて、新しい生活様式に合った支援のあり方を検討していくことが必要となってい

ます。 

今後とも、経済的課題だけでなく、本人の状況に応じてできる限り幅広い支援を行う

こと、さらに、生活困窮者の早期把握や見守りのための地域ネットワークの構築、社会

資源の開発などを通じて、住民が相互に支え合う地域づくりをめざします。 
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【参考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：厚生労働省「平成 29 年 7 月新たな住宅セーフティネット制度説明会 資料」 

出典：厚生労働省「平成 27 年 7 月生活困窮者自立支援制度について」 
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【参考】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：厚生労働省「平成 29 年 7 月 新たな住宅セーフティネット制度説明会 資料」 

出典 厚生労働省「平成 30 年７月 生活困窮者自立支援制度全国担当者会議 資料」抜粋 
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（ウ）「地域共生社会」の実現に向けて 

平成 28 年 6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」では、「子供・高齢

者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができ

る『地域共生社会』を実現する。このため、支え手側と受け手側に分かれるのではなく、

地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュ

ニティを育成し、福祉などの地域の公的サービスと協働して助け合いながら暮らすこ

とのできる仕組みを構築する」ことが示されました。 

これを受けて、平成 29年２月には厚生労働省が「『地域共生社会』の実現に向けて

（当面の改革工程）」を公表し、地域共生社会の実現に向けて 2020 年代初頭を目途

に、「地域課題の解決力の強化」「地域丸ごとのつながりの強化」「地域を基盤とする包

括的支援の強化」「専門人材の機能強化・最大活用」という４つの柱に沿って改革を進

めていくという改革の骨格を示しました。 

この改革の一つとして平成 29 年 5 月に改正された社会福祉法では、地域福祉推進

の理念として、支援を必要とする住民が抱える多様で複合的な地域生活課題について、

住民や福祉関係者が把握し、関係機関との連携等による解決を図ることが明記される

とともに、この理念を実現するために、市町村が地域住民の地域福祉活動への参加を促

進する環境整備や、関係機関が連携して分野を超えた相談に応じる体制を構築するこ

となど、包括的な支援体制づくりに努めることが規定されました。 

併せて、市町村による地域福祉計画の策定が努力義務として規定されるとともに、福

祉の各分野における共通事項を定める、福祉分野の上位計画として位置づけられるよ

うになりました。 

令和２年６月に改正された社会福祉法では、市町村において、地域住民の複合・複雑

化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備するため、「相談支援」、「参加支

援」、「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施する新たな事業（重層的支援体制整備

事業）の枠組みが創設されています。 

【参考】 
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【参考】重層的支援体制整備事業の創設 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：厚生労働省ホームページ 社会福祉法の改正趣旨・改正概要（抜粋） 


